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資料２ 

本日討議いただきたい事項 

 

 

１．AML/CFTや利用者保護等の観点から電子決済手段（注）に求められる規律 

   
（注）いわゆるステーブルコインは幅広いものを含みうる概念であるが、本日討議いただく電子決済手段は、

法定通貨の価値と連動した価格（例：１コイン＝１円）で発行され、発行価格と同額で償還を約するも

の（及びこれに準ずるもの）であって、不特定の者と間で売買・交換等ができるもの。 

 

金融規制監督においては、技術中立という観点に配意することが重要である。こうした観

点から、既存の金融サービスにおいて利用されているパーミッション型の分散台帳だけでな

く、パーミッションレス型の分散台帳において流通する電子決済手段についても、中間論点

整理で示された①～③の要件をどのように満たすか検討する必要がある。 

 

＜デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会「中間論点整理」より抜粋＞ 

 

⑵送金分野において求められる諸要件 

社会経済で広く使われる可能性のある送金・決済手段に求められる水準としては、システムの安全

性・強靱性等に加え、一般に 

① 権利移転（手続、タイミング）に係る明確なルールがあること 

② AML/CFTの観点からの要請に確実に応えられること 

③ 発行者や仲介者等の破綻時や、技術的な不具合や問題が生じた場合等において、取引の巻戻し

や損失の補償等、利用者の権利が適切に保護されること 

が必要と考えられる。 

 

これらの要件のうち、特に②AML/CFTの観点からの要請については、システム仕様等、技術的に対応

することが重要である。そのための水準を満たす方法については、現時点においては、例えば、システ

ム仕様等で、 

・本人確認されていない利用者への移転を防止すること 

・本人確認されていない利用者に移転した残高については凍結処理を行うこと 

といった事項を求めることを検討することが考えられる。 

 

こうしたシステム仕様については、実効性を確保・確認するため、仲介者（又は必要に応じて発行

者）に対する業規制（体制整備義務）として、必要な水準を満たすために必要な要件を満たすシステム

の採用及びその疎明を求めることが考えられる。 
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足元の国際情勢等を踏まえ、ステーブルコインや暗号資産一般に、国際機関や各国におい

て、P2P取引による AML/CFTや金融制裁回避のリスクへの懸念や、こうしたリスクへの対応

の必要性が指摘されている。 

こうした中で、例えば、Ｇ７では、ロシアに対する経済制裁等に関する共同声明を発出し、

暗号資産が制裁の対象であることを確認した。また、アメリカの財務省 OFAC は、制裁対象

者リストを公表する際、氏名や生年月日に加えて、暗号資産のウォレットアドレスも公表し

ている模様。加えて、本年３月、ホワイトハウスは、暗号資産を用いた違法取引への利用防

止を含む措置の検討等を含む大統領令を公表している。 

 

【論点１】 

電子決済手段の発行者及び電子決済手段等取引業者の体制整備の内容として、上記①～

③の規律を求めることが考えられるが、こうした規律は、足元の国際的な情勢等を踏まえ

て、十分と考えられるか。 

 

 

 

２．具体的な方策 

 

【論点２】 

技術的・法律的に、上記①～③の規律を実現する方法として、具体的にどのようなもの

が考えられるか。例えば、以下のような仕組みについてどう考えるか。 

また、こうした仕組み以外に、上記①～③の規律を実現する方法があるか。 

 

⑴ ①の体制整備については、法律上の権利移転に係るルールが明確であることに  

加え、分散台帳上の記録との不整合が生じないよう、適切な運用が図られることが 

必要と考えられる（注１）。 

これらの点について、例えば、セキュリティトークンの分野において、信託受益権

原簿や社債原簿を用いること等による対抗要件具備が行われている（注２）ことに加え、

信託受益権原簿等と分散台帳の記録を紐付けることにより、両者の間の不整合が生じ

ないよう工夫がなされている。 

（注１）CPMI-IOSCO「金融市場インフラのための原則」（2012年４月）の原則８（決済のファイナ

リティ）に係る重要な考慮要素として、システミックに重要な資金決済システムは、規則・手

続で、決済がいつの時点でファイナルとなるのか、決済未了の支払・振替指図・その他の債務

を参加者がいつの時点以降に取り消すことができなくなるのか等を明確にすべきとされてい

る。 

（注２）対抗要件を具備する方法として、例えば産業競争力強化法による第三者対抗要件特例の

利用も考えられるか。 
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⑵ ②③に係る体制整備については、いわゆるパーミッションレス型の分散台帳であっ

ても、本人確認されていない利用者間での P2P取引の防止（注３）や技術的な不具合や問

題が生じた場合の対応等を含め、発行者等の判断により、アプリケーションレイヤー

においてスマートコントラクト等で実装することが可能と考えられる。 

実際に、海外におけるセキュリティトークンの分野においては、こうした本人確認

や管理者権限の付与等の措置をパーミッションレス型の分散台帳で実現している例

がある（資料６参照）。 

（注３）なお、②の体制整備に関連して、仮に本人確認されていない利用者間での P2P 取引を許

容すると、ミキシングサービス等の利用によって、移転経路が不明確になるリスクが増すと

考えられるが、こうした点についてどう考えるか。 

 

 

（以上） 


